
奈
良
県
告
示
第
百
九
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

医
療
機
関
の
指
定
を
し
た
。

令
和
五
年
六
月
二
十
七
日

奈
良
県
知
事

山

下

真

医
療
機
関
の
名
称

医
療
機
関
の
所
在
地

指
定
年
月
日

か
た
お
か
歯
科
口
腔
外
科

磯
城
郡
田
原
本
町
大
字
藥
王
寺
一
四
五

令
和
五
年
四
月
一

ー
一
〇

日

奈
良
な
か
や
ま
眼
科

橿
原
市
四
分
町
二
ー
一

う
ね
び
ク
リ

令
和
五
年
五
月
一

ニ
ッ
ク
モ
ー
ル
二
階

日

奈
良
王
寺
メ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク

北
葛
城
郡
王
寺
町
王
寺
二
ー
七
ー
一

令
和
五
年
五
月
一

王
寺
ピ
ア
ザ
ビ
ル
四
〇
三

日

キ
リ
ン
堂
薬
局
郡
山
九
条
店

大
和
郡
山
市
九
条
町
二
三
二
ー
一

令
和
五
年
六
月
一

日

西
川
み
み
・
は
な
・
の
ど
ク
リ
ニ

生
駒
市
小
瀬
町
八
八

令
和
五
年
六
月
一

ッ
ク

日
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